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(57)【要約】
【課題】水溶性含浸液を用いた、鋳造品等の対象物の含
浸工程において発生する、含浸液含有洗浄廃水から、洗
浄水を経済的に有利に回収して、再利用し得る手法を提
供する。
【解決手段】重合性成分として水溶性の（メタ）アクリ
ル酸エステル類を含有する含浸液を含む洗浄廃水を、親
水性精密濾過膜にて濾過して、洗浄廃水中の非水溶性成
分を分離・除去した後、かかる含浸液の重合性成分を、
炭素数が７～１２の一価のアルコールからなる抽出剤に
て抽出することにより、得られた抽出残液を、洗浄水と
して再使用するようにした。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物の空隙を封孔するために用いられて、該対象物の表面に付着する、水溶性の（メ
タ）アクリル酸エステル類を重合性成分として含む水溶性含浸液が、洗浄水にて洗浄され
ることによって、該洗浄水中に該含浸液を含んで得られる洗浄廃水を、親水性精密濾過膜
にて濾過して、該洗浄廃水中の非水溶性成分を分離・除去した後、該洗浄廃水中の水溶性
含浸液の重合性成分を、炭素数が７～１２の一価のアルコールからなる抽出剤にて抽出す
ることにより、その得られた抽出残液を、洗浄水として、前記対象物の洗浄に再使用する
ようにしたことを特徴とする含浸液含有洗浄廃水のリサイクル方法。
【請求項２】
　前記抽出により得られた、前記含浸液を含む抽出剤に対して、アルカリ水溶液を添加し
て、かかる含浸液の重合性成分を加水分解せしめた後、希薄酸にて中和し、そして水で洗
浄することにより、該抽出剤を再生することを含む請求項１に記載の含浸液含有洗浄廃水
のリサイクル方法。
【請求項３】
　前記洗浄廃水が、前記含浸液が表面に付着した対象物の一次洗浄水である請求項１又は
請求項２に記載の含浸液含有洗浄廃水のリサイクル方法。
【請求項４】
　前記親水性精密濾過膜にて前記洗浄廃水から分離された、前記非水溶性成分を含む分離
液が、油水分離槽において油水分離され、そしてその取り出された水性相が、前記親水性
精密濾過膜にて濾過される前の洗浄廃水に合流せしめられるようになっている請求項１乃
至請求項３の何れか１項に記載の含浸液含有洗浄廃水のリサイクル方法。
【請求項５】
　前記抽出剤による抽出処理によって得られる抽出残液が親水性精密濾過膜にて濾過され
て、該抽出残液中に残存する前記抽出剤が分離・除去され、そしてその得られた抽出剤を
含む分離液が再び前記洗浄廃水の抽出工程に供給される一方、該残存抽出剤の分離・除去
された抽出残液が、洗浄水として前記対象物の洗浄に用いられるようになっている請求項
１乃至請求項４の何れか１項に記載の含浸液含有洗浄廃水のリサイクル方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、含浸液含有洗浄廃水のリサイクル方法に係り、特に、鋳造品などの対象物の
空隙を封孔するために実施される含浸工程において発生する、水溶性含浸液を含有する洗
浄水である洗浄廃水を、再び洗浄水としてリサイクルすることの出来る方法に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、輸送機器や油圧・空圧機器等のシリンダやバルブ、ポンプ等の構成材料とし
て用いられる、耐圧用の鋳造品やセラミック製品においては、それら鋳造品やセラミック
製品の表面に開口する微細な鋳巣やピンホール等の空隙（巣孔）が存在するところから、
そのような空隙（巣孔）内に、重合性の含浸液（含浸シール剤）を含浸させて、かかる空
隙内において含浸液を重合・硬化させ、その硬化物にて空隙を封孔することにより、圧洩
れ等の不良の発生が防止され得るようになっている。
【０００３】
　特に、そのような含浸液は、自動車部品の分野で最も多く使用されており、例えば、エ
ンジンブロック、トランスミッション等のアルミ合金鋳造品において、圧洩れ不良品の救
済に使用されてきている。即ち、かかる鋳造品は、一般に、鋳型に溶融金属を流し込み、
冷却固化することで、製造されているのであるが、その際の、液体から固体に変化すると
きの、凝固収縮により、また液体に溶け込んでいるガスの影響により、巣と呼ばれる空隙
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が発生することがあり、これが、圧洩れ不良の原因となっているのである。このため、所
定の含浸液を、そのような巣に充填し、加熱重合させることによって、かかる圧洩れ不良
の問題が解消されるようになっているのである。
【０００４】
　また、そのような含浸液を用いた鋳造品等の対象物の含浸工程においては、先ず、含浸
槽内に対象物を入れて、かかる含浸槽内部を減圧し、対象物の空隙を減圧状態に保持する
一方、この含浸槽内部の負圧を利用して、含浸液を含浸槽内部に導入せしめ、そして、含
浸槽内を大気圧若しくは加圧して、対象物の空隙に含浸液が浸透せしめられるようにされ
る。その後、含浸槽内から対象物を取り出し、その対象物の表面等に付着している余剰の
含浸液を洗浄水にて洗い、除去した後、対象物を温水若しくは電気炉で加熱せしめて、対
象物の空隙に浸透した含浸液を加熱重合することにより、目的とする対象物の空隙の封孔
が完成するのである。
【０００５】
　ところで、かかる空隙の封孔に用いられる含浸液には、非水溶性含浸液や水洗可能な非
水溶性含浸液、水溶性含浸液が知られている。そして、その中で、非水溶性含浸液は、非
水溶性の（メタ）アクリル酸エステルを主成分とするものであって、その洗浄除去には、
適当な有機溶剤が用いられることとなる。また、水洗可能な非水溶性含浸液は、非水溶性
の（メタ）アクリル酸エステルを主成分とするものであるが、界面活性剤が含有せしめら
れているところから、水洗浄が可能となっているのであり、更に水溶性含浸液は水溶性の
（メタ）アクリル酸エステルを主成分とするものであるところから、水洗浄が可能となっ
ている。
【０００６】
　そして、そのような含浸液を用いた含浸工程において、対象物の表面等に付着している
余剰の含浸液を洗浄するに際しては、一般的に、水洗浄が採用されているのであるが、こ
の水洗浄によって対象物表面に含浸液が残らないように充分に洗浄されることが求められ
ている。また、この水洗浄を繰り返し行うようにすると、洗浄水中の含浸液の濃度が漸次
高くなり、洗浄不良を起こすようになるところから、かかる洗浄水は定期的に交換される
必要が生じ、その際、含浸液を含む洗浄廃水が発生することとなる。
【０００７】
　また、そのような含浸工程から取り出された含浸液を含む洗浄廃水は、数％の重合性成
分を含むものとなっているところから、それを、そのまま、廃棄することが出来ないため
に、現在までのところ、焼却処理されているのであるが、そのための装置や処理コストが
問題となってきているのである。
【０００８】
　そこで、特開平７－２４４５８号公報においては、水洗可能な非水溶性含浸液を使用し
た含浸工程において発生する一次洗浄水のリサイクルに関して、濾過処理による洗浄廃水
の処理方法が提案されている。しかしながら、そのような非水溶性含浸液を使用すること
は、洗浄性に大きな不利を負うことになるのであり、しかも、そこでは、多量の架橋剤と
共に、非水溶性の重合性成分を含む含浸液が対象とされたものであるところから、その処
理手法を、そのまま、水溶性含浸液を用いた含浸工程で発生する水溶性含浸液を含む洗浄
廃水の処理に適用することは困難なことであった。
【０００９】
　また、特開２０１０－２７９８７１号公報には、水溶性含浸液を含む洗浄廃水の処理技
術として、かかる洗浄廃水に酸素を供給しながら、所定の分離温度範囲で減圧することに
より、水溶性含浸液と水とを分離する方法が提案されている。しかしながら、そのような
処理方法においては、その処理のための設備が大掛かりとなる問題があり、また、減圧分
離する際に、エネルギーコストがかさむ等の問題を内在している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
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【特許文献１】特開平７－２４４５８号公報
【特許文献２】特開２０１０－２７９８７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ここにおいて、本発明は、かかる事情を背景にして為されたものであって、その解決課
題とするところは、水溶性含浸液を用いた含浸工程において発生する含浸液含有洗浄廃水
の有効なリサイクル方法を提供することにあり、特に、かかる洗浄廃水から洗浄水を経済
的に有利に回収して、リサイクルし得る手法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　そして、本発明は、かかる課題の解決のために、対象物の空隙を封孔するために用いら
れて、該対象物の表面に付着する、水溶性の（メタ）アクリル酸エステル類を重合性成分
として含む水溶性含浸液が、洗浄水にて洗浄されることによって、該洗浄水中に該含浸液
を含んで得られる洗浄廃水を、親水性精密濾過膜にて濾過して、該洗浄廃水中の非水溶性
成分を分離・除去した後、該洗浄廃水中の水溶性含浸液の重合性成分を、炭素数が７～１
２の一価のアルコールからなる抽出剤にて抽出することにより、その得られた抽出残液を
、洗浄水として、前記対象物の洗浄に再使用するようにしたことを特徴とする含浸液含有
洗浄廃水のリサイクル方法を、その要旨とするものである。
【００１３】
　なお、このような本発明に従う含浸液含有洗浄廃水のリサイクル方法の望ましい態様の
一つによれば、前記抽出により得られた、前記含浸液を含む抽出剤に対して、アルカリ水
溶液を添加して、かかる含浸液の重合性成分を加水分解せしめた後、希薄酸にて中和し、
そして水で洗浄することにより、該抽出剤を再生する工程が、更に有利に採用されるので
ある。
【００１４】
　また、本発明に従うリサイクル方法の別の望ましい態様の一つによれば、前記洗浄廃水
としては、前記含浸液が表面に付着した対象物の一次洗浄水が、好適に用いられることと
なる。
【００１５】
　さらに、本発明に従う含浸液含有洗浄廃水のリサイクル方法の他の望ましい態様の一つ
によれば、前記親水性精密濾過膜にて前記洗浄廃水から分離された、前記非水溶性成分を
含む分離液が、油水分離槽において油水分離され、そしてその取り出された水性相が、前
記親水性精密濾過膜にて濾過される前の洗浄廃水に合流せしめられるようになっている工
程が、有利に採用される。
【００１６】
　更にまた、本発明の他の望ましい態様の別の一つによれば、前記抽出剤による抽出処理
によって得られる抽出残液が親水性精密濾過膜にて濾過されて、該抽出残液中に残存する
前記抽出剤が分離・除去され、そしてその得られた抽出剤を含む分離膜が再び前記洗浄廃
水の抽出工程に供給される一方、該残存抽出剤の分離・除去された抽出残液が、洗浄水と
して前記対象物の洗浄に用いられるようになっている工程が、好適に採用されることとな
る。
【発明の効果】
【００１７】
　このように、本発明に従う含浸液含有洗浄廃水のリサイクル方法によれば、水溶性含浸
液を使用した含浸工程において発生する、かかる水溶性含浸液を含有する洗浄水（洗浄廃
水）から、水溶性含浸液と洗浄水とが抽出操作にて効果的に分離されることとなるのであ
り、それによって、その得られた浄化された洗浄水を、再び、含浸工程における洗浄水と
して、有利に使用することが出来ることとなったのである。
【００１８】
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　従って、かかる本発明によって、水溶性含浸液を含む洗浄廃水から、洗浄水が効果的に
回収され得ることとなるのであり、また、従来の如き多量の洗浄廃水の焼却処理も必要で
はなくなったことにより、経済的に有利な且つ環境保全上においても優れた洗浄水のリサ
イクル方法が実現され得るのである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に従う含浸液含有洗浄廃水のリサイクル方法の一例を示すフローチャート
である。
【図２】本発明において好適に用いられ得るミキサーセトラーの一例を示す縦断面概要図
である。
【図３】本発明において好適に用いられる四連のセルからなるミキサーセトラー抽出装置
を示す平面概要図である。
【図４】本発明において好適に用いられる、ミキサーセトラー抽出装置と加水分解槽、中
和槽、水洗浄槽とを一体化してなる構造の装置を示す平面概要図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　ところで、かくの如き本発明に従うリサイクル方法において、その対象とされる含浸液
含有洗浄廃水は、図１において、白抜き矢印にて示される含浸工程において、洗浄槽から
排出される洗浄廃水であって、ここでは、含浸液の濃度が高くなる一次洗浄水の一次洗浄
廃水に対して、本発明が適用されるようになっている。
【００２１】
　具体的には、そのような含浸工程において、空隙の生じ易い鋳物やセラミック製品等が
、従来と同様に、含浸対象物とされて、含浸槽において水溶性の含浸液にて含浸せしめら
れるようになっているのである。なお、そこで用いられる水溶性含浸液は、よく知られて
いるように、水溶性の（メタ）アクリル酸エステル類を重合性成分として含む、一般に、
その一種又は二種以上を主成分として含む水溶性含浸液であって、また、それには、公知
の重合開始剤や重合禁止剤、界面活性剤等の、従来から公知の各種の添加成分が必要に応
じて含有せしめられている。このような水溶性含浸液は、市販もされており、その市販さ
れているものの中から、適宜に選択して用いることが可能である。また、ここで、（メタ
）アクリル酸エステルは、アクリル酸エステルとメタクリル酸エステルを総称する表現と
して用いられていることが、理解されるべきである。
【００２２】
　そして、含浸槽において水溶性含浸液が含浸せしめられてなる対象物は、その表面等に
余剰の含浸液が付着しているところから、その付着含浸液を洗浄除去すべく、第一の洗浄
槽において、一次洗浄水にて洗浄せしめられた後、更に第二洗浄槽に移されて、二次洗浄
水にて、二次洗浄が施されて、対象物表面の含浸液が実質的に除去せしめられるものとさ
れるのである。そして、その後、洗浄された対象物は、硬化槽において加熱されて、その
空隙内に含浸せしめられた含浸液を重合硬化せしめることにより、封孔された対象物（含
浸物）として、取り出されるようになっている。なお、第一洗浄槽や第二洗浄槽において
は、それぞれ、一次洗浄水や二次洗浄水にて洗浄操作が実施されるようになっており、そ
の際、各洗浄槽から取り出される洗浄水を補給するために、所定量の一次洗浄水や二次洗
浄水が補給水として補給されるようになっている一方、含浸液の濃度が高くなり、一次洗
浄効果が低下するようになると、第一洗浄槽からは、水溶性含浸液を含む一次洗浄水が、
一次洗浄廃水として取り出され、また同様に、第二洗浄槽からも、含浸液の濃度の低い二
次洗浄廃水が取り出されるようになっている。
【００２３】
　ところで、図１に示される工程において、第二洗浄槽から取り出される二次洗浄廃水は
、含浸液の濃度が低いために、生物処理等の適当な処理を施して、放流が可能となるもの
であるところから、ここでは、本発明は、第一洗浄槽から取り出された一次洗浄廃水に対
して、適用されるようになっているのであるが、勿論、第二洗浄槽から取り出された二次
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洗浄廃水に対しても、本発明を適用することが、可能である。そして、例示の場合では、
先ず、その取り出された一次洗浄廃水が、親水性精密濾過膜に通液されて、濾過せしめら
れるようになっている。この親水性精密濾過膜による濾過によって、一次洗浄廃水中の非
水溶性成分が分離除去された後、かかる一次洗浄廃水は、その中の水溶性含浸液の重合成
分たる水溶性の（メタ）アクリル酸エステル類の抽出のために、所定の抽出装置に導かれ
るようになっている。なお、ここで用いられる親水性精密濾過膜としては、市販されてい
る公知のものの中から、適宜に選択することが出来る。また、この親水性精密濾過膜にて
一次洗浄廃水から分離された非水溶性成分を含む分離液は、油水分離槽において油水分離
され、その取り出された水性相が、親水性精密濾過膜にて濾過される前の一次洗浄廃水に
合流せしめられるようになっている一方、油水分離槽から取り出された油性相（分離液）
は、非水溶性成分を含む廃水として、廃棄されるようになっている。
【００２４】
　そして、抽出装置においては、上述の如くして非水溶性成分の分離除去された一次洗浄
廃水に対して、特定の抽出剤（溶媒）を用いた溶媒抽出処理が施されることとなる。この
溶媒抽出処理によって、一次洗浄廃水中の水溶性含浸液の重合性成分である水溶性の（メ
タ）アクリル酸エステル類が溶解せしめられた、抽出剤からなる比重の軽い有機相が取り
出される一方、そのような水溶性の重合成分が抽出除去されて清浄化された一次洗浄廃水
からなる水相が、比重の重い抽出残液として取り出され、この抽出残液が、再び、一次洗
浄水として、含浸対象物の洗浄に再使用されるようになっているのである。
【００２５】
　なお、ここで用いられる特定の抽出剤とは、抽出条件下で液体形態を呈する、炭素数が
７～１２の一価のアルコールであって、具体的には、１－ヘプタノール、２－ヘプタノー
ル、３－ヘプタノール、１－オクタノール、２－オクタノール、２－エチルヘキサノール
、１－ノナノール、３，５，５－トリメチル－１－ヘキサノール、１－デカノール、イソ
デカノール、１－ウンデカノール、１－ドデカノール等や、それらのグリコールモノエー
テル、例えば、エチレングリコールモノ－２－エチルヘキシルエーテル等を挙げることが
出来る。この抽出剤としての一価のアルコールにおいて、その炭素数が６以下となると、
水への溶解度が０．１重量％以上になり、溶媒抽出の際に抽出剤のロスが多くなる等の問
題を惹起する。また、そのような一価のアルコールの炭素数が１３以上になると、洗浄廃
水との分離性が著しく悪くなり、本発明の目的を充分に達成し難くなる。更に、そのよう
な抽出剤の使用量としては、容量基準で、洗浄廃水の１部に対して、抽出剤を０．０５部
～１０部程度の割合とし、好ましくは０．１部～１部程度の割合において用いられること
となる。これにより、含浸液成分（重合性成分）が抽出除去されてなる洗浄廃液である抽
出残液を、有利に得ることが出来るのである。
【００２６】
　ところで、かかる一次洗浄廃水の特定の抽出剤による抽出処理は、それら一次洗浄廃水
と抽出剤とが充分に接触せしめられ得るように、従来と同様な装置や手法を採用して、実
施されることとなるが、特に、本発明にあっては、一次洗浄廃水と抽出剤とを向流接触せ
しめる手法が有利に採用され、これによって、抽出処理が効果的に行われ得るのである。
そして、そのような向流抽出操作においては、例えば、図２に示される如きミキサーセト
ラーを用い、その複数を、図３に示される如く、直列に接続してなるミキサーセトラー抽
出装置が有利に用いられることとなる。
【００２７】
　ここで、図２に示されるミキサーセトラー（セル）の断面概略図において、水相として
の一次洗浄廃水と有機相としての抽出剤とが、ミキシングゾーン（混合部）Ｍに導入され
て、攪拌装置２によって均一に混合攪拌せしめられた後、セトリングゾーン（分離部）Ｓ
に導かれ、そこで、比重の軽い抽出剤からなる有機相４と、比重の重い水からなる水相６
とに、分離せしめられることとなる。そして、その際、一次洗浄廃水中に存在する水溶性
含浸液の重合性成分たる水溶性の（メタ）アクリル酸エステル類が抽出剤に溶解して、有
機相４として取り出される一方、一次洗浄廃水の水部分は、そのような水溶性含浸液の重
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合性成分を含有しない水相６として、分離されるようになる。そして、それら有機相４と
水相６とが、ミキサーセトラーの槽外（セル外）に、それぞれ別個に取り出されるように
なっているのである。
【００２８】
　また、図３は、図２に示される如きミキサーセトラー（セル）の四個（四段）を直列に
接続して、一次洗浄廃水と抽出剤とが向流接触せしめられるように構成したミキサーセト
ラー抽出装置の平面形態における、ミキシングゾーンＭとセトリングゾーンＳとの配置形
態の概略を示している。そこにおいて、一次洗浄廃水が導入される最上流側のミキサーセ
トラーセル（８ａ）から、抽出剤が導入される最下流側のミキサーセトラーセル（８ｄ）
まで、ミキシングゾーンＭとセトリングゾーンＳとが交互に位置するように、四個のミキ
サーセトラーセル（８ａ～８ｄ）が配置されている。そして、最下流側のミキサーセトラ
ーセル８ｄのセトリングゾーンＳにおいて分離された水相が、抽出残液として、ミキサー
セトラー抽出装置から取り出されるようになっている一方、一次洗浄廃水中の水溶性含浸
液の重合性成分たる水溶性の（メタ）アクリル酸エステル類を溶解して、含有する抽出剤
が、最上流側のミキサーセトラーセル８ａのセトリングゾーンＳから、抽出剤相（有機相
４）として、装置外に取り出されるようになっているのである。なお、各ミキサーセトラ
ーセル８ａ～８ｄにおいては、外部から導入された一次洗浄廃水又は前段のミキサーセト
ラーセルのセトリングゾーンＳにおいて分離された水相（６）と、後段のミキサーセトラ
ーセルのセトリングゾーンＳにおいて分離された有機相（４）又は外部から導入される抽
出剤とが、それぞれのミキシングゾーンＭに導かれて、そこで、攪拌装置（２）にて均一
に混合攪拌せしめられて、不純物としての水溶性含浸液の重合性成分が、抽出剤側に抽出
され、一次洗浄廃水相から分離されるようになっている。
【００２９】
　このように、図３に示される如きミキサーセトラー抽出装置を用いて、一次洗浄廃水と
抽出剤とを向流接触せしめ、各ミキサーセトラーセル８ａ～８ｄにおいて、抽出処理操作
を繰り返して実行することにより、一次洗浄廃水中の不純物たる水溶性含浸液の重合性成
分を効果的に抽出剤側に抽出せしめ得、以て、水溶性含浸液の重合性成分たる水溶性の（
メタ）アクリル酸エステル類等を含むことのない、水部分（一次洗浄水）からなる抽出残
液を、水相６として得ることが出来るのである。
【００３０】
　尤も、このようにして得られた抽出残液である水相６には、抽出処理に用いた抽出剤の
混入が避け得ないところから、そのような抽出残液を与える水相６の洗浄水としての清浄
度を高めるべく、図１に示されるように、抽出装置から取り出された抽出残液は、先の非
水溶性成分の分離・除去に用いた親水性精密濾過膜と同様な、親水性精密濾過膜を用いて
濾過された後、清浄度の高められた一次洗浄水として第一洗浄槽に供給されて、再び一次
洗浄水として循環使用されるようになっているのである。なお、かかる親水性精密濾過膜
にて分離除去された、抽出残液中に残存する抽出剤を含む分離液は、再び、抽出装置に戻
されて、抽出剤として再利用されるようになっている。
【００３１】
　一方、上記した抽出操作によって得られた水溶性含浸液成分を含む抽出剤は、図１に示
される如く、抽出装置から抽出液（有機相４）として取り出された後、その再生のために
加水分解槽に導かれて、苛性ソーダ等のアルカリによって、抽出液中の含浸液成分である
（メタ）アクリル酸エステル類の加水分解が行われ、その加水分解生成物は、廃アルカリ
水として、加水分解槽から排出されることとなる。また、苛性ソーダ等のアルカリは、後
述する水洗浄槽及び中和槽を通じて導かれた抽出液洗浄水に添加されて、アルカリ水溶液
として、加水分解槽に供給されることとなるが、そのようなアルカリ水溶液の濃度として
は、一般に、重量基準で、５～２５％程度、好ましくは８～１５％程度が採用される。な
お、このアルカリ水溶液の濃度が低くなり過ぎると、（メタ）アクリル酸エステル類を充
分に加水分解し難くなる問題があり、また、アルカリ水溶液の濃度が高くなり過ぎると、
加水分解時の反応熱により、（メタ）アクリル酸エステル類が重合する等の問題が惹起さ
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れるようになる。また、このアルカリ水溶液の使用量は、抽出液中に含まれる含浸液成分
の濃度によって調整する必要があるが、概ね、容量基準で、抽出液の１部に対して、アル
カリ水溶液０．２部～１部程度の割合が採用されることとなる。
【００３２】
　そして、加水分解槽において、静置分離により、下層の廃アルカリ水と分離された上層
の抽出液相は、中和槽に導かれて、希塩酸水溶液等の希薄酸にて洗浄されて、抽出液相中
のアルカリ成分が中和されることとなる。そこで、その希薄酸の濃度としては、一般に、
０．０３重量％～０．５重量％程度、好ましくは０．０７５重量％～０．１２重量％程度
とされる。また、この希薄酸の使用量としては、容量基準で、抽出液の１部に対して、希
薄酸が０．１部～１部程度の割合とされ、中和槽においては、下層に水相が存在し、この
水相は、静置分離されて取り出され、苛性ソーダ等のアルカリが添加された後、アルカリ
水溶液として加水分解槽に導かれるようになっている。また、中和槽において静置分離さ
れて、生じた上層の抽出液は、水洗浄槽に導かれるようになっている。
【００３３】
　さらに、水洗浄槽においては、中和槽から導かれた抽出液相が、外部から導かれた抽出
液洗浄水にて洗浄されて、ｐＨが５～８、好ましくはｐＨが６～７程度の抽出剤として取
り出され、抽出剤槽に収容された後、抽出装置に再び抽出剤として供給されるようになっ
ている。また、水洗浄槽において、抽出液洗浄水は、下層の水相として分離され、水洗浄
槽から中和槽に導かれるようになっている。
【００３４】
　なお、かかる図１に示される抽出装置と加水分解槽と中和槽と水洗浄槽とは、一つの装
置構造において実現することが可能であり、その一例が、図４に示されている。そこにお
いて、装置の左側の四段は、図３に示されるミキサーセトラー抽出装置を構成するもので
あり、その右側に、それぞれ一段の加水分解槽及び中和槽が配設され、更にその右側に、
二段の水洗浄槽が配設されて、一体的な構造の装置として、構成されているのである。な
お、それら加水分解槽、中和槽、及び水洗浄槽は、何れも、ミキサーセトラー構造を呈す
るものであって、比重差によって上層に抽出液相、下層に抽出液洗浄水からなる水相が分
離されるようになっている。そして、それぞれのミキサーセトラー構造の槽において、必
要な液体の流入・分離・取り出しが行われるようになっているのである。
【００３５】
　以上のように、本発明を適用して、水溶性含浸液を用いた含浸工程において発生する洗
浄廃水から、それに溶存している水溶性含浸液を除去すべく、かかる洗浄廃水を親水性精
密濾過膜に通液して、非水溶性成分を分離除去した後、かかる洗浄廃水中に残存する水溶
性成分を溶剤抽出法で除去することにより、再び洗浄水として、再利用可能な清浄度の水
が有利に回収され得たのであり、これによって、洗浄水のリサイクル法として、廃水量を
効果的に低減せしめたエコロジカルな手法を有利に実現し得たのである。
【００３６】
　因みに、従来の方式においては、第一洗浄槽内の一次洗浄水が循環槽を介してポンプに
て循環使用されると共に、かかる第一洗浄槽内の一次洗浄水中の含浸液濃度が高くなり過
ぎないように、第一洗浄槽から、一次洗浄水が、例えば、１０００Ｌ／週の割合で廃水と
して取り出される一方、それに対応した量において、補給水が一次洗浄水として第一洗浄
槽に供給されていたのである。
【００３７】
　これに対して、本発明に従う、図１に示される如き一次洗浄廃水の処理システムによれ
ば、第一洗浄槽内の一次洗浄水中の含浸液濃度を３重量％に維持するために、第一洗浄槽
から取り出される一次洗浄水の廃液（一次洗浄廃水）量は、例えば、１０６０Ｌ／週程度
となるのであるが、そのような一次洗浄廃水は、抽出装置において抽出処理されて、その
うちの９９２Ｌ／週程度が再生一次洗浄水として第一洗浄槽に戻され、廃水としては、一
次洗浄廃水を親水性精密濾過膜で濾過し、更に油水分離槽で油水分離して得られる非水溶
性成分を含む油性相が、６８Ｌ／週程度の割合にて系外に排出されるものであるところか
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ら、第一洗浄槽には、この排出量に見合う６８Ｌ／週の補給水が一次洗浄水として補給さ
れるだけで済むこととなるのであり、ここに、一次洗浄水の有効な回収が実現され得たの
である。
【００３８】
　また、抽出装置から取り出された使用済みの抽出剤からなる有機相の回収（再生）工程
において、その工程内に導入される抽出剤洗浄水は１３２Ｌ／週程度であって、それは、
添加されるアルカリや希薄酸と共に、廃アルカリ水として１３２Ｌ／週程度の量において
工程外に排出されるのである。従って、図１に示される処理システムにおける廃水の全体
量は、上記二つの廃水の合計量（６８Ｌ／週＋１３２Ｌ／週）となるが、それは、従来方
式における廃水量（１０００Ｌ／週）と比べると、高々２０％程度の極めて少ない量とな
るのであって、これにより、廃水処理量の低減を有利に図り得たのである。
【実施例】
【００３９】
　以下に、本発明の実施例を示し、本発明を更に具体的に明らかにすることとするが、本
発明が、そのような実施例の記載によって、何等の制約をも受けるものでないことは、言
うまでもないところである。また、本発明には、以下の実施例の他にも、更には上記の具
体的記述以外にも、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、当業者の知識に基づいて、
種々なる変更、修正、改良等を加え得るものであることが、理解されるべきである。なお
、以下の実験における百分率や部は、特に断りのない限り、何れも重量基準にて表される
ものである。
【００４０】
－実施例１－
　水溶性のメタクリル酸エステルを主成分とする水溶性含浸液として、市販のサンシール
　Ｗ－３００（三和油化工業株式会社製）を用いて、この含浸液濃度が５％の水溶液を、
試験洗浄廃水として調製した。次いで、この試験洗浄廃水の前処理として、親水性精密濾
過膜を用いた親水性ＰＴＦＥカートリッジフィルター（アドバンテック東洋株式会社製　
ＴＣＦＨ－０２０－Ｓ１ＦＤ、孔径：０．２０μｍ）に、クロスフローにて通液処理を実
施した。このクロスフローによる通液処理にて、試験洗浄廃水中の非水溶性成分を含む分
離液が、試験洗浄廃水の１割相当分として除去された。その後、５０ｍＬスクリュー管に
、抽出剤として２－オクタノール（小倉合成工業株式会社製）を２０ｍＬ入れ、更に、前
記の前処理した試験洗浄廃水を２０ｍＬ加えて、１分間振とう攪拌した。そして、静置し
て、分離するまでの時間、分配比を測定し、その結果を、下記表１に示した。
【００４１】
－実施例２－
　実施例１と同様にして前処理した試験洗浄廃水を得た後、抽出剤として１－ヘプタノー
ル（和光純薬工業株式会社製）を使用して、更に、実施例１と同様にして、分離するまで
の時間及び分配比を測定し、その結果を、下記表１に併せ示した。
【００４２】
－実施例３－
　実施例１と同様にして前処理した試験洗浄廃水を得た後、抽出剤として２－エチルヘキ
サノール（協和発酵ケミカル株式会社製）を使用し、実施例１と同様にして、分離するま
での時間と分配比を測定し、その結果を、下記表１に併せ示した。
【００４３】
－実施例４－
　実施例１と同様にして前処理した試験洗浄廃水を得た後、抽出剤として１－デカノール
（和光純薬工業株式会社製）を使用し、実施例１と同様にして、分離するまでの時間と分
配比を測定し、その結果を、下記表１に併せ示した。
【００４４】
－実施例５－
　実施例１と同様にして前処理した試験洗浄廃水を得た後、抽出剤として１－ドデカノー
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ル（和光純薬工業株式会社製）を使用し、実施例１と同様にして、分離するまでの時間と
分配比を測定した。但し、１－ドデカノールの融点が２４℃であるため、実験は３０℃の
温度で行なった。得られた結果を、下記表１に併せ示した。
【００４５】
－実施例６－
　実施例１と同様にして前処理した試験洗浄廃水を得た後、抽出剤としてエチレングリコ
ールモノ－２－エチルヘキシルエーテル（協和発酵ケミカル株式会社製）を使用し、実施
例１と同様にして、分離するまでの時間と分配比を測定し、その結果を、下記表１に併せ
示した。
【００４６】
－実施例７－
　水溶性含浸液として、サンシール　Ｗ－３００（三和油化工業株式会社製）の水溶性の
メタクリル酸エステルの代わりに、ポリエチレングリコールモノメタクリレートを添加し
たもの（日油株式会社製　ブレンマーＰＥ－９０）を使用し、実施例１と同様にして前処
理した試験洗浄廃水を得た後、抽出剤として１－デカノール（和光純薬工業株式会社製）
を使用して、実施例１と同様にして、分離するまでの時間と分配比を測定した。その結果
を、下記表１に併せ示した。
【００４７】
－比較例１－
　実施例１と同様にして前処理した試験洗浄廃水を得た後、抽出剤として１－ブタノール
（関東化学株式会社製）を使用し、実施例１と同様にして、分離するまでの時間と分配比
を測定し、その得られた結果を、下記表１に併せ示した。
【００４８】
－比較例２－
　実施例１と同様にして前処理した試験洗浄廃水を得た後、抽出剤として１－ヘキサノー
ル（和光純薬工業株式会社製）を使用して、実施例１と同様にして、分離するまでの時間
と分配比を測定し、その結果を、下記表１に併せ示した。
【００４９】
－比較例３－
　実施例１と同様にして前処理した試験洗浄廃水を得た後、抽出剤としてイソトリデカノ
ール（協和発酵ケミカル株式会社製）を使用し、実施例１と同様にして、分離するまでの
時間と分配比を測定した。その結果を、下記表１に示した。
【００５０】
－比較例４－
　実施例１と同様にして前処理した試験洗浄廃水を得た後、抽出剤としてｎ－ヘキサン（
関東化学株式会社製）を使用し、実施例１と同様にして、分離するまでの時間と分配比を
測定し、その結果を、下記表１に併せ示した。
【００５１】
－比較例５－
　実施例１と同様にして前処理した試験洗浄廃水を得た後、抽出剤としてｎ－ドデカン（
株式会社ジャパンエナジー製）を使用し、実施例１と同様にして、分離するまでの時間と
分配比を測定した。その得られた結果を、下記表１に示した。
【００５２】
－比較例６－
　実施例１と同様にして前処理した試験洗浄廃水を得た後、抽出剤として、二価のアルコ
ールである２－エチル－１，３－ヘキサンジオール（和光純薬工業株式会社製）を使用し
、実施例１と同様にして、分離するまでの時間と分配比を測定し、その結果を、下記表１
に併せ示した。
【００５３】
　なお、下記表１における水への溶解度の評価は、０．１０％以下を○、０．１０％超、
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０．５０％以下を△、０．５０％超を×とした。また、分離速度の評価においては、１．
００分以下を○、１．００分を超え、５．００分以下を△、５．００分を超えるものを×
とした。更に、分配比の評価においては、１．００以上を○、１．００未満を×とした。
【００５４】
【表１】

【００５５】
　かかる表１の結果から明らかなように、抽出剤として、炭素数が７～１２の一価のアル
コール類を用いることにより、良好な抽出結果を得ることが出来ることが確認された。
【００５６】
－実施例８－
　実施例１と同様にして前処理した試験洗浄廃水を準備した。次いで、図４に示される如
き八連（八段）の小型ミキサーセトラー抽出テスト装置（各セルの容量２Ｌ）を用いて、
かかる前処理した試験洗浄廃水から、含浸液の抽出を行った。即ち、前処理した試験洗浄
廃水を８０ｍＬ／分、抽出剤としての２－オクタノール（小倉合成工業株式会社製）を４
０ｍＬ／分（相比０．５）の流速において、向流接触させる連続抽出分離操作を実施して
、含浸液を抽出した２－オクタノールからなる抽出液の約６０Ｌと、含浸液が除去された
洗浄水の約１２０Ｌを得た。
【００５７】
　その後、かかる含浸液が除去された洗浄水を、親水性ＰＴＦＥ膜（アドバンテック東洋
株式会社製　Ｈ１００Ａ０７４Ａ、孔径：１．０μｍ）に通液し、抽出剤（２－オクタノ
ール）を分離除去することにより、浄化された洗浄水を得た。この洗浄水の含浸液濃度は
０．３５％であった。また、洗浄水の回収率は８６％であった。
【００５８】
－実施例９－
　乾燥デシケータで保管された鋳物のテストピース（ＡＤＣ１２、大きさ：３０×３０×
３０ｍｍ、ネジ穴：φ５×２０ｍｍ３箇所、φ６×２０ｍｍ３箇所）の重量を測定した。
次いで、このテストピースのネジ穴全てに、実施例１記載の含浸液をスポイトで注入した
後、テストピースを、そのネジ穴が水平方向となるようにして、実施例８で得られた洗浄
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水に浸漬し、１０秒間保持して、洗浄水から取り出した。そして、その操作を５回繰り返
し行った。その後、テストピースを９０℃の温水に３分間浸漬した後、取り出し、次いで
テストピースを１０５℃の乾燥機で一晩乾燥させた後、乾燥デシケータ内において放冷し
、重量を測定した。試験前後のテストピースの重量増加分から、洗浄性を評価し、その結
果を、下記表２に示した。
【００５９】
－比較例７－
　市水を使用して、実施例９と同様に洗浄性を評価し、その結果を、下記表２に示した。
【００６０】
－比較例８－
　洗浄廃水（含浸液５重量％含有水溶液）を使用して、実施例９と同様に洗浄性を評価し
た。その結果を、下記表２に示した。
【００６１】
【表２】

【００６２】
　かかる表２の結果から明らかなように、ミキサーセトラー試験によって得られた洗浄水
は、市水と同等の洗浄性を有しており、洗浄水として使用出来ることが確認された。
【００６３】
－実施例１０－
　実施例８で得られた含浸液含有抽出液の８０ｍＬと、１２．５％の水酸化ナトリウム水
溶液の２０ｍＬとを分液漏斗に入れ、攪拌した。その後、静置分離し、下層（水酸化ナト
リウム水溶液）を除去した。
【００６４】
　次いで、かかる水酸化ナトリウム水溶液にて処理された抽出液の８０ｍＬと０．１％塩
酸水溶液の１０ｍＬとを、分液漏斗に入れて攪拌することにより、中和を行い、その後、
静置分離して、下層（塩酸水溶液）を除去した。
【００６５】
　その後、この中和処理された抽出液の８０ｍＬと水の１０ｍＬを分液漏斗に入れて、攪
拌することにより、洗浄を行った後、静置分離し、下層（水）を除去することで、再生抽
出剤を得た。
【００６６】
　そして、実施例１と同様にして前処理した試験洗浄廃水を得た後、上記の再生抽出剤を
使用して、実施例１と同様にして分離するまでの時間と分配比を測定した。更に、かかる
操作を５回繰り返し行ない、その結果を、下記表３に示した。
【００６７】
－参考例１－
　実施例８で得られた含浸液含有抽出液の８０ｍＬと２５％水酸化ナトリウム水溶液の２
０ｍＬとを分液漏斗に入れて、攪拌した後、静置分離し、その下層（水酸化ナトリウム水
溶液）を除去した。次いで、このアルカリ処理された抽出液の８０ｍＬと水の１０ｍＬを
分液漏斗に入れて、攪拌した後、静置分離し、その下層（水）を除去することで、再生抽
出剤を得た。
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【００６８】
　その後、実施例１と同様にして前処理した試験洗浄廃水を得た後、かかる再生抽出剤を
使用して、実施例１と同様にして、分離するまでの時間と分配比を測定した。その結果を
、下記表３に示す。
【００６９】
－参考例２－
　実施例８で得られた含浸液含有抽出液の８０ｍＬと２５％水酸化ナトリウム水溶液の２
０ｍＬとを分液漏斗に入れて、攪拌することにより、アルカリ処理した後、静置分離し、
その下層（水酸化ナトリウム水溶液）を除去した。次いで、このアルカリ処理された抽出
液の８０ｍＬと０．１％塩酸水溶液の１０ｍＬを分液漏斗に入れて、攪拌することにより
、中和処理をした後、静置分離し、その下層（塩酸水溶液）を除去した。その後、この中
和処理された抽出液の８０ｍＬと水の１０ｍＬを分液漏斗に入れて、攪拌することにより
、洗浄し、その後静置分離して、その下層（水）を除去することにより、再生抽出剤を得
た。
【００７０】
　そして、かかる得られた再生抽出剤を用いて、実施例１で得られた前処理した試験洗浄
廃水の抽出処理を、実施例１と同様にして実施し、分離するまでの時間と分配比を測定し
た。更に、この操作を５回繰り返し行ない、その結果を、下記表３に示した。
【００７１】
－参考例３－
　実施例８で得られた含浸液含有抽出液の８０ｍＬと４％水酸化ナトリウム水溶液の８０
ｍＬとを分液漏斗に入れて、攪拌することにより、アルカリ処理を実施した。その後、静
置分離し、その下層（水酸化ナトリウム水溶液）を除去した。次いで、かかるアルカリ処
理された抽出液の８０ｍＬと０．１％塩酸水溶液の１０ｍＬを分液漏斗に入れて、攪拌す
ることにより、中和処理を行った後、静置分離し、その下層（塩酸水溶液）を除去した。
更に、この中和処理された抽出液の８０ｍＬと水の１０ｍＬを分液漏斗に入れて、攪拌す
ることにより、洗浄を行った後、静置分離し、その下層（水）を除去することで、再生抽
出剤を得た。
【００７２】
　そして、かかる得られた再生抽出剤を用いて、実施例１と同様にして前処理された試験
洗浄廃水の抽出処理を実施し、分離するまでの時間と分配比を測定した。その結果を、下
記表３に示した。
【００７３】
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【表３】

【００７４】
　かかる表３の結果から明らかなように、実施例１０においては、適切な濃度の水酸化ナ
トリウム水溶液を使用し、更に塩酸水溶液の洗浄（中和）を実施することにより、再生を
繰り返しても、分配比が低下することがないことが認められるが、参考例１の場合にあっ
ては、塩酸水溶液の洗浄（中和処理）が未実施のために、再生抽出剤の分配比が低下する
ようになるのであり、また、参考例２の場合の如く、水酸化ナトリウム水溶液の濃度が高
くなり過ぎると、再生を繰り返すことにより分配比が低下するようになるのであり、更に
参考例３の如く、水酸化ナトリウム水溶液の濃度が低すぎる場合には、再生抽出剤の分配
比が低下してしまうのである。
【００７５】
－実施例１１－
　実施例８で得られた含浸液含有抽出液の８Ｌと１２．５％水酸化ナトリウム水溶液の２
Ｌを、２０Ｌ容器に入れ、攪拌機で攪拌することにより、アルカリ処理を実施した後、静
置分離し、その下層（水酸化ナトリウム水溶液）を除去した。
【００７６】
　次いで、かかるアルカリ処理された抽出液の８Ｌと０．１％塩酸水溶液の１Ｌとを、２
０Ｌ容器に入れて、攪拌機で攪拌することにより、中和処理を行ない、その後静置分離し
て、その下層（塩酸水溶液）を除去した。
【００７７】
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　そして、かかる中和処理された抽出液の８Ｌと水の１Ｌを２０Ｌ容器に入れて、攪拌機
で攪拌することにより、洗浄を行ない、その後静置分離して、下層（水）を除去すること
で、再生抽出剤を得た。
【００７８】
　さらに、かかる操作を繰り返し行ない、再生抽出剤の４０Ｌを得た。そして、この再生
抽出剤を使用して、実施例８と同様のミキサーセトラー試験操作を実施し、含浸液を抽出
した２－オクタノールからなる抽出液の約４０Ｌと、含浸液が除去されて、浄化された洗
浄水の約８０Ｌを得た。
【００７９】
　その後、かかる含浸液が除去された洗浄水を、親水性ＰＴＦＥ膜（アドバンテック東洋
株式会社製　Ｈ１００Ａ０４７Ａ、孔径：１．０μｍ）に通液して、抽出剤（２－オクタ
ノール）を分離除去し、浄化された洗浄水を得た。この洗浄水の含浸液濃度は０．３５％
であり、再生抽出剤として使用しても、実施例５と同等の洗浄水が得られることが確認さ
れた。なお、洗浄水の回収率は、８６％であった。
【００８０】
－実施例１２－
　実施例１１の再生抽出剤のミキサーセトラー試験で得られた洗浄水を使用して、実施例
９と同様にして、洗浄性を評価し、その結果を、下記表４に示す。
【００８１】
【表４】

【００８２】
　かかる表４の結果から明らかなように、再生抽出剤のミキサーセトラー試験で得られた
洗浄水も、先の表２に示される市水と同等の洗浄性を有するものであり、洗浄水として有
利に使用することが出来ることが認められた。
【符号の説明】
【００８３】
　２　　攪拌装置
　４　　有機相
　６　　水相
　８ａ～８ｄ　ミキサーセトラーセル
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